
 

いじめの問題の深刻さ 

子どものいじめの問題は、非常に

深刻です。子どもたちは、いじめに

より、肉体的にも、精神的にも傷つ

けられます。そして、いじめは、時に

自死と言う重大な結果に繋がってし

まいます。学校という閉ざされた空

間で起こるため、真相の解明、法的

責任の追及には、様々な障害を伴

います。 

    

この点、今年の９月２８日に施行

された、学校や行政等の責務を定

める「いじめ防止対策推進法」には

多くの期待が寄せられていますが、

内容面で不十分であるとの指摘が

なされており、今後もなお、いじめの

問題の解決には様々な困難が予想

されます。 
 
学校事件・事故被害者全国弁

護団とは 

平成２５年１１月１７日に発足した

ネットワーク「学校事件・事故被害者

全国弁護団」は、いじめや体罰な

ど、学校で起こった事件や事故により

苦しんでいる被害者、遺族の話に耳を

傾け、寄り添い、＜子どもの権利を守

る立場を貫く＞という理念のもとに、全

国から弁護士が参加して結成されまし

た。 

      
当事務所の弁護士も参加しており、

現在、弁護団員は約６０名です。この

ように、学校事件・事故を対象に、全

国から弁護士が参加する弁護団が結

成されるのは日本で初めてのことで

す。弁護団は、全国各地に相談窓口

を設置し、学校でのいじめや体罰の問

題について、被害者や遺族の相談を

受け付けます。同時に、全国の弁護士

間で連携し、知識・経験の共有を図

り、ノウハウを蓄積し、時に訴訟の提

起も視野に、被害者・遺族のサポート

をし、子どもの人権が守られるよう活

動を行います。 

当事務所としても、弁護団と共同し

ながら、これからも、いじめの問題に、

精力的に取り組んでいきたいと考えて

います。なお、弁護団への相談をお考

えの方は、当事務所の定者弁護士ま

でご連絡ください。      （半澤茜） 

平成２５年１２月の 

相談会等のご案内 
 

●「声をあげよう！医療事故～第１２

回 医療事故全国一斉相談受付」 

１２月７日（土） １０時～１５時 

※電話相談で弁護士が概要を聴取

し、希望者には、後日、弁護士によ

る面談相談（初回無料）を実施 

当日電話番号:０８２－５１１－７７９８ 

予約不要・相談料無料（通話料はご

負担ください）／主催:医療事故情報

センター 

 

●「年末まちかど生活相談会」 

１２月１０日（火）・１１日（水） 

受付時間：１０時～１１時半、 

１３時～１５時４５分  

※電話相談と面談相談を実施 

当日電話番号:０９０－４８９０－１５７９ 

面談相談場所:広島駅南口エールエ

ール地下広場／予約不要・相談料

無料（電話相談の通話料はご負担

下さい）／主催：ＮＰＯ法人反貧困ネ

ットワーク広島 
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所属弁護士：二國則昭、定者吉人、見之越常治、 

半澤茜、深田健介、工藤ゆかり 

所属弁護士：成廣貴子、佐藤邦男 所属弁護士：丸亀日出和 

最近は電車などでスマートフォンを操作している方をよく目にします。そんな中でいわゆるガラケーを使って

いると、使っている本人でも時代遅れで恥ずかしいと感じられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。か

くいう私もガラケーをずっと使っているのですが、今後はガラケーの巻き返しが起こるのではないかとひそ

かに期待していますので、これからもできる限りガラケーを使い続けたいと思っています。 弁護士Ｍ 
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